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市
で
は
、
財
源
確
保
と
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
向
上
、
地
域
経
済
の
活

性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
市

広
報
紙
「
広
報
と
め
」
と
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
、
民
間
企
業
な
ど
の

広
告
を
有
料
で
掲
載
し
て
い
ま
す
。

▼
規
格
＝
毎
月
1
日
号

（
茶
・
黒
の
２
色
刷
り
、
A
4
判
28

ペ
ー
ジ
前
後
）
▼
発
行
部
数
＝
毎

月
２
万
９
６
0
0
部
▼
配
布
範

囲
＝
市
内
全
世
帯
、
関
係
機
関
、

事
業
所

平
成
25
年
5
月

1
日
号
か
ら
平
成
26
年
4
月
1

日
号
ま
で
（
各
月
の
1
日
号
の

み
・
全
12
号
、
１
カ
月
単
位
、
複

数
月
に
わ
た
る
掲
載
も
可
能
） 

次
の
業
種
別
禁
止

基
準
以
外
の
企
業
や
商
店
な
ど

❶
風
俗
営
業
等
の
規
制
お
よ
び
業

　

務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
に

　

規
定
す
る
風
俗
営
業

❷
風
俗
営
業
に
類
似
す
る
業
種

❸
消
費
者
金
融
業
者

❹
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
係
る
業
種

❺
社
会
問
題
を
起
こ
し
て
い
る　

　

業
種
や
事
業
者

❻
法
律
の
定
め
の
な
い
医
療
類　

　

似
行
為
を
行
う
者

❼
占
い
な
ど
に
関
す
る
業
種

❽
興
信
所
・
探
偵
事
務
所
な
ど

❾
民
事
再
生
法
お
よ
び
会
社
更　

　

生
法
に
よ
る
再
生
・
更
生
手　

　

続
き
中
の
事
業
者

10
市
の
市
町
村
税
を
滞
納
し
て　

　

い
る
事
業
者
（
法
人
に
あ
っ　

　

て
は
そ
の
代
表
者
を
含
む
）

11
そ
の
他
、
市
長
が
不
適
切
と　

　

認
め
る
業
種
ま
た
は
事
業
者

▼

広
告
の
位
置
＝
24
面
か
ら
27
面
ま

で
の
「
市
か
ら
の
お
知
ら
せ
・
暮

ら
し
の
情
報
」
コ
ー
ナ
ー
各
ペ
ー

ジ
下
段
▼
広
告
の
１
枠
の
大
き
さ

＝
縦
45
㎜
、
横
1
8
2
㎜
。
必
要

に
応
じ
て
こ
の
枠
内
に
お
い
て
広

告
枠
を
2
分
割
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
▼
広
告
の
枠
数
（
２
ペ
ー

ジ
）
＝
4
枠
（
45
㎜
×
1
8
2

㎜
を
4
枠
） 

※
総
ペ
ー
ジ
数
が
28
ペ
ー
ジ
で
な

い
場
合
は
、
掲
載
面
を
変
更
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
枠
内
右
上
に
「
広
告
」
と
記
載

▼
規
格
＝
X
H
T
M
L 

1
・
0

　

T
r
a
n
s
i
t
i
o
n
a
l

▼
ア
ク
セ
ス
数
＝
月
平
均
５
万
件

平
成
25
年
5
月
１

日
の
午
前
9
時
か
ら
平
成
26
年

4
月
30
日
の
午
後
5
時
ま
で
（
１

カ
月
単
位
・
複
数
月
に
わ
た
る
掲

載
も
可
能
）

▼
規
格
＝

バ
ナ
ー
広
告
／
テ
キ
ス
ト
広
告
※

広
告
主
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
へ
の
リ
ン
ク

も
可
能
で
す
▼
広
告
の
位
置
＝

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ

の
最
下
部
に
配
置
▼
広
告
の
1

枠
の
大
き
さ
＝
縦
60
ピ
ク
セ
ル
×

横
1
2
0
ピ
ク
セ
ル
▼
形
式
＝

G
I
F
、
J
P
E
G
▼
デ
ー
タ
容

量
＝
4
K
B
以
下
※
テ
キ
ス
ト

広
告
は
、
文
字
数
全
角
で
30
字

以
内
、
文
字
色
、
書
体
な
ど
の
指

定
は
で
き
ま
せ
ん
▼
広
告
の
枠
数 

＝
毎
月
10
枠　
（
5
枠
×
2
段
）

広
報
紙
・
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
と
も
、
広
告
の
掲
載
を
希

望
す
る
場
合
（
金
額
や
掲
載
ま
で

の
日
程
な
ど
を
含
む
）
は
、
市
が

契
約
し
て
い
る
広
告
掲
載
代
理
店

へ
直
接
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

川
内
印
刷

株
式
会
社
（
登
米
市
迫
町
森
字
平

柳
２
５
８
）

☎
０
２
２
０
（
22
）
３
３
８
８

FAX
０
２
２
０
（
22
）
３
９
９
４

死kw
p@
coral.ocn.ne.jp

総
務
部
市
長
公

室
（
広
報
広
聴
係
）

☎
０
２
２
０
（
22
）
2
0
9
0

　

妊
娠
初
期
の
女
性
が
風ふ

う
し
ん疹
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
す
る
と
、
生
ま

れ
て
く
る
赤
ち
ゃ
ん
が
「
先
天

性
風
疹
症
候
群
」
に
か
か
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
風
し
ん
の
予
防
接
種

費
用
を
全
額
助
成
し
ま
す
。
接

種
に
つ
い
て
は
、
か
か
り
つ
け

の
医
療
機
関
ま
た
は
健
康
推
進

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

】
妊
娠
を
予
定

ま
た
は
希
望
し
て
い
る
19
歳
か

ら
49
歳
ま
で
の
女
性
と
そ
の
配

偶
者
の
方
（
妊
娠
中
の
女
性
の

配
偶
者
も
可
）　

※
平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
、

自
己
負
担
で
接
種
を
受
け

た
方
に
も
助
成
し
ま
す
。

申
請
に
つ
い
て
は
健
康
推

進
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

市
民
生
活
部

健
康
推
進
課
（
健
康
推
進
係
）

☎
０
２
２
０
（
58
）
２
１
１
６

市民生活部健康推進課　健康推進係　☎ 0220（58）2116

平成 25 年６月～ 10 月　（全６回）
　１回目：６月 12 日（水）
　　　　　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
　　　　　南方庁舎 2階　大会議室

市役所南方庁舎、南方保健センターなど
市内在住の 20 歳以上の市民
　

　　◎健康づくり講話・実習・体験
　　・食育・心の健康・歯と口の健康

　　・生活習慣病予防・高齢者低栄養予防など
30 人（先着順）
無料
電話
５月 17 日（金）

　市民生活部健康推進課（地域保健係）
　☎ 0220（58）2116


